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     私たちの活動や意見を平和委員会のなかま たちに伝えます 

私たちの会費が日本平和委員会と茨城県平和委員会の活動を支えています 

平和の会ニュース、平和かわら版（ＰＤＦ版）配信しています 
平和のなかまに伝えたいニュースやご意見を事務局にお寄せください ＦＡＸは 029-831-9122 

早い、確実に届くご希望の方はｅＭａｉｌアドレスご連絡ください 

 
 
                                          
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
             
               
 
 
 
 
 

 
こんな法案 

許してもいいのかな！ 
 「海賊対処」派兵法案が自公与党の賛成で衆院可決されてしまいました。“期限も地理的な制限も無

い恒久法”です。政府はジブチ共和国と地位協定を交わしています。ここに基地を作り、基地防衛など

のために陸上部隊を派遣し、ここを拠点に活動することになります。“ニューズウイーク”は「ソマリ

アが国家として崩壊している以上、軍事的措置だけで問題を解決することは不可能だ」と書いています。 
このままズルズルと泥沼にはまってしまうことも考えられる法案を許すことは危険です。 
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０９年度 土浦平和の会総会でーす 

と き ５月２３日（土）１：３０～ 

ところ 四中地区公民館      

憲法九条土浦の会 

結成４周年のつどい 
 ５月３０日（土） 
  午後１時３０～４時 

土浦市民会館小ホール 
記念講演 安斎郁郎氏 

平和講演と交流のつどい 
講師 モハメッド・シャキル氏 

  （イラク人医師） 

 ６月７日（日） 
  １４：００～１６：００ 

 県南生涯学習センター 
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2009 5・3憲法フェスティバル「9条の会交流会」のあいさつから 

九条土浦の会事務局 真山策功 

 

皆さんこんにちわ。 「憲法 9条土浦の会」を代表し、ご挨拶を申し上げます。 

最初に「憲法 9条土浦の会」を簡単に紹介します。設立は２００５年２月１９日です。今年で４周年

を迎えます。現在、賛同者数は４２０人になりました。賛同者や市民をつなぐニュースも発行していま

す。名前も「つなぐ」と名付けて「憲法９条を守ろう」と訴えております。 

今、私たちが総力を挙げて取り組んでいるのは ５月３０日（土）土浦市民会館小ホールで開く、４

周年の記念講演です。講師は立命館大学名誉教授でまた立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長の安

齋育郎氏を招いております。安齋先生は学生に絶大な人気を誇っていて、教室はいつもいっぱいです。

なにしろ、マジックショーをしながら、最新の世界情勢から平和の話、果ては政治家のだましやカルト

のだましの手口を分かりやすく解説するからです。今回は「改憲は戦争への道」～今度のだましは手ご

わいぞ～というものです。私たちはものすごく期待しています。是非皆さんに安齋育郎先生のお話を聞

いていただきたいと願っております。今回聞き逃したら、もうなかなか聞く機会はないでしょうね。 

今日は５月３日。憲法が施行されて６２年になります。この憲法で日本は「二度と戦争はしない」と

世界に宣言しました。 

今、国会では平和と憲法９条に関わる２つの問題の法案が審議されています。ご存じのように、沖縄

米軍の「グアム移転協定」と「海賊対処」法案です。グアム協定は私たちの税金、７千億円を使って米

軍基地をグアムに建設し、あわせて辺野古の海を埋め立てて新基地をつくるという協定です。国民の暮

らしが大変な時になんで７千億円を！と憤りを超えています。 

「海賊対処」法案はソマリア沖の海賊対策を口実に、自衛隊が必要と思えばどの海にも出て行き、武

器も使用する、期限も場所も制限のない軍事行動への突破口をつくるという、とんでもない法案です。

この法案自体が恒久派兵法そのものだとも言われています。明らかに憲法９条に違反しています。いず

れの法案も廃案にする以外にありません。 

政府は同時に「憲法審査会」を始動させようとしています。また、総務省は改憲手続き法の「周知」

パンフを５００万部作製し、「改憲」へ向けて世論喚起に動き出しました。 

今こそ、「９条の会」を大きくし、この動きに立ち向かいましょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

活動ごよみ 

４・２５ 県平理事会（水戸市民会館） 
４・２９ 九条４周年実行委員会（     ） 
５・ １ つくば地区メーデー（中央公園） 
５・ ３ 憲法フェスタ（水戸はなみずき公園） 
５・ ６ ニコエコ実行委員会（保険医協会） 
５・  ８ 九条４周年実行委（コープ土浦店） 
５・１９ 平和の会理事会（コープ土浦店） 

５・２２ 九条４周年実行委（コープ土浦店） 
５・２３ 平和の会総会（４中地区公民館） 
     ニコエコ実行委員会（保険医協会） 
５・２８ 東京大空襲を学ぶ平和の旅 
５・３０ 土浦九条の会４周年のつどい 
６・ ７ 平和講演と交流のつどい 
       （県南生涯学習センター） 


